
美術科教育学会大会発表規則

第１章	 総則	 
（目的）
第１条	 本規則は、美術科教育学会（以下、本学会という。）細則第６条に定める大会での研究

発表について定める。
（定義）
第２条	 大会での研究発表は、原則として「口頭発表」とする。

第２章	 発表内容・時間・使用言語・機器等	 
（発表内容）
第３条	 発表内容は、美術教育に関する自由論題とし、発表者は直接的、間接的に美術教育に

関係していると判断したものを発表することができる。
	 	 ２	 発表内容は、未発表のものとし、本学会大会以前に発表されたものや応募中のものを

発表することはできない。
（発表時間）
第４条	 口頭発表の発表時間は、１件につき 30分（発表 20分、質疑応答 10分）を標準とす

る。但し、研究部会の発表時間は 90分とする。 
（使用言語）
第５条	 大会発表の使用言語は、原則として日本語とする。日本語以外で発表する場合は、発

表者の責任で日本語の通訳を付ける。
（使用機器）
第６条	 発表のための機器及び機材は、会場備え付けの設備とする。それ以外のものは発表者

が持参する。

第３章	 大会発表申込みの資格及び方法	 
（発表申込み資格）
第７条	 大会発表の申込みは、原則として、本学会会員（以下、会員という。）に限る。但し、共同研

究の場合は、筆頭発表者が会員であること。

	 	 ２	 大会発表を申し込む会員は、前項のいずれの場合においても、申込みの時点において

当該年度までの会費を完納していなければならない。
	 	 ３．発表申込者の資格は、本部事務局が会費の納入状況をもとに審査する。
（発表申込み件数）
第８条	 同一の発表者が、同一の大会で筆頭発表者として申込める件数は１件までとする。
（発表申込み方法）
第９条	 大会発表の申込みは、大会運営事務局が定める方法によって行う。
（発表申込書の形式及び内容）
第 10条	 発表申込書には、（a）発表者名、（b）所属機関/職名（院生の場合は年次等）、（c）発

表題目、（d）連絡先（住所、電子メールアドレス、TEL/FAX）、（e）使用機器、（f）連
絡事項欄等を設ける。

（発表申込み期間）
第 11条	 大会発表の申込み期間は、大会運営事務局の定めるところによる。 

第４章	 発表申込みの採否の決定及びその後の手続き	 
（発表申込みの採否の決定）
第 12 条	 理事会及び大会運営事務局は、第３条及び第７条に定めた諸条件に基づき、発表申

込書の内容及び会費納入状況等を審査し、大会発表申込みの採否を決定する。
	 	 ２	 大会運営事務局は、採否決定後、速やかにその結果を発表申込者に通知し、採用決定

者には、口頭発表概要集（以下、概要集という。）に掲載する発表概要の原稿執筆を依
頼する。

（概要集の原稿執筆）



第 13 条	 発表者は、大会運営事務局から指定された期日までに、概要集に掲載する原稿を作
成し、提出する。

	 	 ２	 概要集の原稿は、口頭発表概要集執筆要項に基づいて作成する。
（発表申込み内容等の変更の禁止）
第 14 条	 採用決定後の使用言語、発表題目、発表者、使用機器等の変更は、原則として、認

めない。やむを得ない理由で変更を希望する場合は、発表者（共同研究では筆頭発表者）
が速やかに大会運営事務局に申し出る。

第５章	 発表に関する留意事項	 
（当日の受付）
第 15条 発表者は、指示された時間までに会場に到着し、会場受付に到着の旨を報告する。
	 	 ２	 やむを得ない理由で発表を取りやめる場合には、速やかに大会本部事務局に申し出る。 
	 	 ３	 事故や災害等により、定刻に会場に到着できない事情が生じた場合は、速やかに大会

本部事務局に報告する。
（リハーサル）
第 16条 発表者が事前にリハーサルを行う場合は、発表者控え室を利用する。
（発表資料）
第 17 条 概要集の他に、配布資料がある場合には、発表者の責任で用意し、発表会場に持参

する。大会会場での資料の印刷やコピーは受け付けない。
（発表時間の厳守）
第 18条 発表は、会場の司会等の指示に従って行い、必ず制限時間内に納める。
第 19条 発表時間は、タイムキーパーが計測し、以下の要領で時間の経過を伝える。

（1）15分経過:チャイムを 1回鳴らす。 
（2）20分経過:チャイムを 2回鳴らす（口頭発表終了）。 
（3）30分経過:チャイムを 3回鳴らす（質疑応答終了）。 

第６章	 著作権	 
（著作権の帰属）
第 20 条	 発表概要集に掲載された著作物、電子情報及び電子情報媒体物の著作権は、原則と

して本学会に帰属する。但し、著作者自らが著作物の全文又は一部を転載、引用、翻案、
ネットワーク上での公開などの形で利用することは、原則として妨げない。2 本学会が
著作物を複製、販売する場合は、著作者にその旨を連絡し、必要な場合には協議を行う。

（著作物利用の許諾）
第 21 条	 第三者から、著作物の全文又は一部の複製あるいは転載に関する許諾の申請があっ

た場合には、その利用が不適切とみなされる場合を除き、原則として許諾する。その際、
代表理事は、著作者に対して著作物利用の概要を通知する。

（著作権の保護）
第 22 条	 発表内容に引用、転載された著作物の著作権については、発表者が自らの責任にお

いて著作権者の許諾を得る等の義務を負う。

附則
１．本規則は、理事会の議を経て、改廃することができる。
２．本規則は 2012 年 9 月 1 日に制定し、同日より施行する。 
３．本規則の制定に伴い、美術科教育学会口頭発表規定（2005 年 3 月 28 日制定）は廃止する。
４．本規則は、2015 年 3 月 27 日に一部改正する。
５．本規則は、2023（令和5）年9月10日に一部改正する。




